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Ⅰ．財務諸表とは 
 
地方自治体の会計は、地方自治法に基づき、単式簿記の手法により一年間の現金の収入と支出を明ら

かにしています。しかし、この方法では、現在の資産や負債（借金）の状況を明らかにすることができ

ません。民間企業では、複式簿記により、一年間の損益を示す損益計算書と、今までに取得した資産、

負債等の内容を示す貸借対照表を作成し、経営状況と財産内容を明らかにしています。 
このため、総務省が平成 18年 5月に「新地方公会計制度研究会報告書」を公表、平成 18年 8月には

「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」を示し、人口 3 万人未満の市及び町村は
平成 23 年度までに財務諸表を整備することとされ、本町では、平成 21年度から整備し、公表していま
す。 

 
 
（１） 総務省方式改訂モデルによる作成 
 
総務省が平成 19 年 10月に公表した「新地方公会計制度実務研究会報告書」では、二つの公会計モデ

ル（「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」）を提示しています。本町では、地方財政状況調査（以

下「決算統計」という。）のデータを活用できること及び作成過程の難易度を考慮して、「総務省方式改

訂モデル」を採用しています。 
 
（２）財務諸表の内容 
 
財務諸表は、次の 4表から成ります。 
 
①貸借対照表 
住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その資産をどのような財源（負債・

純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示した財務書類であり、表内の資産合計額（表左側）と負

債・純資産合計額（表右側）が一致し、左右がバランスしていることから、バランスシートとも呼ば

れています。 
 
②行政コスト計算書（民間企業の「損益計算書」に相当します。） 
１年間（4月 1日から翌年 3月 31日まで）の行政活動のうち、福祉関係の扶助費やごみの収集とい
った資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費と、その行政サービスの対価として得られた使

用料、手数料等の財源を対比させた財務書類です。 
 
③純資産変動計算書 
貸借対照表内の「純資産の部」に計上されている各数値が１年間でどのように変動したかを表して

いる財務書類です。 
 
④資金収支計算書（民間企業の「キャッシュフロー計算書」に相当します。） 
歳計現金（資金）の出入りの情報を、性質の異なる３つの区分（「経常的収支の部」、「公共資産整備

収支の部」、「投資・財務的収支の部」）に分けて表示した財務書類です。 
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（３） 財務諸表の関係 
 
財務書類の 4表の関係は、下の図のとおりです。 

 

 
上図において矢印で結ばれているところは金額が一致することを意味しています。 
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Ⅱ 普通会計の財務諸表 
 
①対象会計 
普通会計（一般会計） 
 
②基準日 
平成 24年 3月 31日とし、出納整理期間（平成 24年 4月 1日から 5月 31日まで）における資金の
出入りは、基準日までに完了したものとみなして処理しています。 

 
③基礎数値 
旧小牛田町及び旧南郷町を含む昭和 44年度からの決算統計の数値を用いています。 

 
④資産の評価方法 
資産評価の基準は、再調達価格を基準としていますが、一時に全ての固定資産について公正価値評

価を行う事務量を考慮して、固定資産台帳の段階的な整備を行うことが認められており、平成 23年度
は、公共資産のうち、売却可能資産のみ時価評価し、有形固定資産については、昭和 44年度からの決
算統計の数値（普通建設事業費）を用いて取得原価としております。 
なお、国や県、民間など他団体に対して支出した負担金・補助金等によって形成された有形固定資

産は他団体の所有となるため、貸借対照表から除いています。 
また、有形固定資産は、総務省が示している耐用年数に従い、残存価額をゼロとする定額法により、

取得した翌年度から減価償却しています。なお、土地については減価償却資産ではないことから減価

償却をしていません。 

決算統計上の区分 耐用年数 決算統計上の区分 耐用年数
総務費 土木費
　庁舎等 50 　道路 48
　その他 25 　橋りょう 60
民生費 　河川 49
　保育所 30 　砂防 50
　その他 25 　海岸保全 30
衛生費 25 　港湾 49
労働費 25 　都市計画
農林水産業費 　　街路 48
　造林 25 　　都市下水路 20
　林道 48 　　区画整理 40
　治山 30 　　公園 40
　砂防 50 　　その他 25
　漁港 50 　住宅 40
　農業農村整備 20 　空港 25
　海岸保全 30 　その他 25
　その他 25 消防費
商工費 25 　庁舎 50

　その他 10
教育費 50
その他 25

【耐用年数表】

 
 
⑤固定資産台帳の段階的な整備 
総務省方式改訂モデルでは、固定資産台帳の段階的な整備が認められ、まずは売却可能資産に関す

る台帳を整備し、売却可能額による評価を行い、その後再調達価格による評価対象資産を広げていく

こととなります。 
初年度以降、段階的に整備を進め、精度を高めていきます。 
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Ⅱ－１．普通会計の貸借対照表 
 
（１）資産の部について 
 
公共資産は、約 350億円で、資産全体の 85.3％を占めています。 
有形固定資産を目的別に見ると、①生活インフラ・国土保全が約 143 億円で、有形固定資産に占める

割合が 41.0％です。次いで、②教育が約 130億円で、有形固定資産に占める割合が 37.2％です。 
このことから、道路、公園、住宅などの生活インフラ環境整備や学校、公民館などの教育環境整備に

多く投資してきたことが分かります。 
 
（２）負債の部について 
 
負債のうち返済や支払いが長期にわたる固定負債は、約 153億円で、そのうち地方債は約 126億円と

なっています。なお、翌年度に償還する予定の地方債は流動負債に計上されており、これを合わせた地

方債総額は約 139億円で、負債全体の 82.7％を占めています。 
なお、地方債総額約 139億円のうち、70.0％にあたる約 98億円は後年度に地方交付税の算定の基礎に

含まれる見込みとなっております。 
 
（３）純資産の部について 
 
その他一般財源等は、公共資産等以外の資産から公共資産等整備財源以外の負債を差し引いた額であ

り、将来自由に財源として使える純資産を表しております。本町においては約 72億円のマイナスとなっ
ており、将来の財源が拘束されていることを表しています。 
これは、臨時財政対策債などのいわゆる赤字地方債（資産形成を伴わない地方債）を発行し、その償

還が将来の税収等の一般財源であることや、職員の「退職手当引当金」が計上されているものの、その

財源が十分に確保されていないことなどに起因します。 
 
（４）社会資本形成の世代間分析について 
 
社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成比率を見ることにより、これまでの世

代（過去及び現世代）によって既に負担された割合を見ることができます。 
社会資本形成の過去
及び現世代負担比率

＝ 純資産合計 ÷ 公共資産合計

69.1%＝ 24,203,255千円 ÷ 35,025,745千円  
このことから、公共資産の 69.1％は，過去及び現世代が既に負担したものと言えます。 
（※ 平均的な値は 50％から 90％の間になります。） 

 
（５）有形固定資産の老朽度について 
 
貸借対照表に計上された有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計

額の割合を計算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているのかを全

体として把握することができます。 
資産老朽化
比率

＝
減価償却
累計額

÷ （
有形固定
資産合計

－ 土地 ＋
減価償却
累計額

）

49.3%＝ 25,843,830千円÷ （ 34,874,919千円－ 8,344,284千円＋ 25,843,830千円）

 
 このことにより、施設等の老朽化度が 49.3％であると分かります。 
（※ 平均的な値は 35％から 50％の間になります。） 
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（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方債

①生活インフラ・国土保全 (2) 長期未払金

②教育 ①物件の購入等

③福祉 ②債務保証又は損失補償

④環境衛生 ③その他

⑤産業振興 長期未払金計

⑥消防 (3) 退職手当引当金

⑦総務 (4) 損失補償等引当金

有形固定資産合計 (5)その他

(2) 無形固定資産 固定負債合計

(3) 売却可能資産

公共資産合計 ２　流動負債

(1) 翌年度償還予定地方債

２　投資等 (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金）

(1) 投資及び出資金 (3) 未払金

①投資及び出資金 (4) 翌年度支払予定退職手当

②投資損失引当金 (5) 賞与引当金

投資及び出資金計 (6) その他

(2) 貸付金 流動負債合計

(3) 基金等

①退職手当目的基金 負　　債　　合　　計

②その他特定目的基金

③土地開発基金

④その他定額運用基金

⑤退職手当組合積立金

基金等計

(4) 長期延滞債権 [純資産の部]

(5) 回収不能見込額 １　公共資産等整備国県補助金等

投資等合計

２　公共資産等整備一般財源等

３　流動資産

(1) 現金預金 ３　その他一般財源等

①財政調整基金

②減債基金 ４　資産評価差額

③歳計現金

現金預金計 純　 資　 産　 合　 計

(2) 未収金

①地方税

②その他

③回収不能見込額

未収金計

流動資産合計

資　　産　　合　　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

貸借対照表
（平成24年 3月31日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

2,621,323

15,343,2650

15,246

1,224,874 0

2,666,302

12,570,352

14,283,123

12,976,017

3,291,433 151,303

268,090

136,057165,080

0

1,520,900

0

34,874,919

0

150,826

0

287

16,864,165

1,371,806

35,025,745

1,510,002

0

0

1,510,002

287,574

97,538

5,156,113

51,556

24,203,255

3,575,366

2,466,309

△16,609

62,550

0

1,599,093

220,510

8,000

1,209,338

381,755

△41,813

61,957

910,802

2,403,759

17,202

26,275,073

△7,249,650

1,221,366

271,591 21,719

41,067,420 41,067,420
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※１　他団体及び民間への支出金により形成された資産 ①生活インフラ・国土保全 千円

②教育 千円

③福祉 千円

④環境衛生 千円

⑤産業振興 千円

⑥消防 千円

⑦総務 千円

　　　　　　　　　計 千円

　上の支出金に充当された財源 ①国県補助金等 千円

②地方債 千円

③一般財源等 千円

　　　　　　　　　計 千円

※２　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

　（うち共同発行地方債に係るもの 千円）

③その他 千円

※３　地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち9,761,748千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが見込まれているものです。

※４　普通会計の将来負担に関する情報

項目 金額

普通会計の将来負担額 千円

［内訳］ 普通会計地方債残高 千円 千円

債務負担行為支出予定額 千円 千円 千円

公営事業地方債負担見込額 千円 千円

一部事務組合等地方債負担見込額 千円 千円

退職手当負担見込額 千円 千円

第三セクター等債務負担見込額 千円 千円 千円

連結実質赤字額 千円 千円

一部事務組合等実質赤字負担額 千円 千円

基金等将来負担軽減資産 千円

［内訳］ 地方債償還額等充当基金残高 千円

地方債償還額等充当歳入見込額 千円

地方債償還額等充当交付税見込額 千円

（差引）普通会計が将来負担すべき実質的な負債 千円

※５　有形固定資産のうち、土地は8,344,284千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は25,843,830千円です。

1,430,307

303

2,210,405

202,859 202,859

455,608

1,165,873

4,464,895

0

89,231

2,429,380

413

【（翌年度償還予定）地方債・
（長期）未払金・引当金】

59,653

4,464,895

1,088,617

0

負債計上

0

1,172,917

7,255,989

［内訳］

注記

13,942,158

0

7,255,989

【契約債務・偶発債務】

24,293,819

13,942,158

0

0

0

263,176

2,629,350 2,629,350

263,176

5,433,369

287

0

0

2,105,330

287

13,777,035

18,860,450

2,978,085
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給
さ

れ
る

賞
与

の
う

ち
当

年
度

の
勤

務
に

対
す

る
分

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

(
3
)
 
基

金
等

①
退

職
手

当
目

的
基

金
…

本
町

は
退

職
手

当
組

合
に

加
入

し
て

い
る

た
め

、
計

上
が

あ
り

ま
せ

ん
。

負
　
　
債
　
　
合
　
　
計

②
そ

の
他

特
定

目
的

基
金

…
事

務
事

業
の

実
施

に
備

え
て

、
個

別
に

積
み

立
て

て
い

る
基

金
の

年
度

末
残

高
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

③
土
地

開
発

基
金

…
土

地
開

発
基

金
の

年
度

末
残

高
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

④
そ
の

他
定

額
運

用
基

金
…

定
額

運
用

す
る

基
金

の
年

度
末

残
高

を
計

上
し

て
い

ま
す

。
[
純
資
産
の
部
]

⑤
退

職
手

当
組

合
積

立
金

…
１

　
公

共
資

産
等

整
備

国
県

補
助

金
等

…

(
4
)
 
長

期
延

滞
債

権
…

２
　

公
共

資
産

等
整

備
一

般
財

源
等

…

(
5
)
 
回

収
不

能
見

込
額

…

３
　

そ
の

他
一

般
財

源
等

…

３
　
流
動
資

産
…

現
金

や
必

要
に

応
じ

て
す

ぐ
に

使
え

る
基

金
、

税
金

等
の

未
収

入
金

が
計

上
さ

れ
て

い
ま

す
。

４
　

資
産

評
価

差
額

…

(
1
)
 
現

金
預

金

①
財

政
調

整
基

金
純
　
 
資
　
 
産
　
 
合
　
 
計

②
減

債
基

金

③
歳

計
現

金
…

当
該

年
度

の
収

入
か

ら
支

出
を

差
し

引
い

た
「
歳

計
現

金
」

(
2
)
 
未

収
金

①
地

方
税

②
そ

の
他

③
回

収
不

能
見

込
額

…

資
　
　

産
　

　
合

　
　

計
負
 
債
 
・
 
純
 
資
 
産
 
合
 
計

災
害

援
護

資
金

や
奨

学
金

な
ど

の
貸

付
金

の
う

ち
未

調
定

の
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

当
該

年
度

の
歳

入
と

し
て

調
定

し
た

未
収

金
を

「
地

方
税

」
と

「
そ

の
他

」
に

分
類

し
表

示
し

て
い

ま
す

。
…

上
記

の
未

収
金

の
う

ち
、

回
収

不
能

と
見

込
ま

れ
る

も
の

を
表

示
し

て
い

ま
す

。
過

去
5
年

間
の

不
納

欠
損

の
実

績
を

踏
ま

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。

基
準

日
（
3
 月

3
1
 日

）
の

翌
日

か
ら

１
年

以
降

に
支

払
や

返
済

が
行

わ
れ

る
予

定
の

も
の

で
す

。

債
務

負
担

行
為

を
設

定
し

す
で

に
物

件
の

引
渡

し
や

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

た
も

の
及

び
債

務
保

証
や

損
失

補
償

の
履

行
が

決
定

し
た

も
の

の
う

ち
、

翌
々

年
度

以
降

に
支

払
う

も
の

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

職
員

全
員

が
当

該
年

度
末

時
点

で
退

職
し

た
場

合
に

必
要

と
な

る
退

職
手

当
額

で
あ

り
、

将
来

職
員

が
退

職
し

た
時

点
で

支
払

う
必

要
が

あ
る

金
額

で
す

。

中
小

企
業

等
に

係
る

損
失

補
償

債
務

で
、

履
行

額
が

確
定

し
て

い
な

い
も

の
の

う
ち

、
今

後
損

失
補

償
が

見
込

ま
れ

る
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

基
準

日
（
3
 月

3
1
 日

）
の

翌
日

か
ら

１
年

未
満

に
支

払
い

や
返

済
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

財
産

を
取

得
し

た
財

源
の

う
ち

、
上

記
の

国
県

補
助

金
と

地
方

債
を

除
い

た
額

を
計

上
し

て
い

ま
す

。
「
貸

付
金

」
及

び
「
長

期
延

滞
債

権
」
の

う
ち

回
収

不
能

と
な

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
金

額
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

過
去

5
年

間
の

不
納

欠
損

の
実

績
を

踏
ま

え
て

算
定

し
て

お
り

ま
す

。

貸
借
対
照
表
 
説
明

借
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
貸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
方

連
結

対
象

と
な

る
会

計
・
団

体
・
法

人
の

財
政

状
況

が
一

定
以

上
悪

化
し

た
場

合
、

そ
の

損
失

に
備

え
て

計
上

さ
れ

る
科

目
で

あ
り

、
マ

イ
ナ

ス
金

額
で

表
示

さ
れ

ま
す

。

収
支

不
足

が
発

生
し

た
場

合
、

翌
年

度
の

予
算

か
ら

前
借

り
す

る
こ

と
に

な
り

ま
す

が
、

こ
の

前
借

額
を

計
上

し
ま

す
。

債
務

負
担

行
為

を
設

定
し

す
で

に
物

件
の

引
渡

し
や

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

受
け

た
も

の
及

び
債

務
保

証
や

損
失

補
償

の
履

行
が

決
定

し
た

も
の

の
う

ち
、

翌
年

度
に

支
払

う
も

の
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

有
形

固
定

資
産

と
売

却
可

能
資

産
か

ら
構

成
さ

れ
て

お
り

、
資

産
の

大
部

分
を

占
め

て
い

ま
す

。

長
期

間
に

わ
た

り
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

に
使

用
さ

れ
る

も
の

で
、

土
地

、
建

物
等

が
該

当
し

ま
す

。

公
共

資
産

の
う

ち
、

行
政

目
的

に
使

用
さ

れ
て

い
な

い
資

産
で

売
却

予
定

の
も

の
を

表
し

て
い

ま
す

。

公
社

や
第

三
セ

ク
タ

ー
等

へ
の

出
資

金
及

び
貸

付
金

や
基

金
の

ほ
か

、
回

収
期

限
が

到
来

し
て

か
ら

１
年

以
上

回
収

で
き

て
い

な
い

債
権

（
長

期
延

滞
債

権
）
な

ど
の

資
産

が
計

上
さ

れ
て

い
ま

す
。

納
税

期
限

や
回

収
期

限
か

ら
１

年
以

上
経

過
し

、
ま

だ
収

入
さ

れ
て

い
な

い
債

権
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

住
民

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
た

め
の

財
産

を
取

得
し

た
財

源
の

う
ち

、
国

及
び

県
か

ら
の

補
助

金
額

を
計

上
し

て
い

ま
す

。

公
共

資
産

等
以

外
の

資
産

か
ら

、
公

共
資

産
等

整
備

財
源

以
外

の
負

債
を

差
し

引
い

た
額

を
計

上
し

て
お

り
、

翌
年

度
以

降
に

自
由

に
使

用
で

き
る

財
源

と
い

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。

「
（
借

方
）
１

公
共

資
産

(2
)売

却
可

能
資

産
」
の

取
得

価
額

と
売

却
可

能
価

額
と

の
差

額
や

「
２

投
資

等
(1

)投
資

及
び

出
資

金
」
の

う
ち

市
場

価
格

の
あ

る
有

価
証

券
の

取
得

価
額

と
時

価
と

の
差

額
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

…
将

来
の

収
入

減
や

不
測

の
支

出
、

地
方

債
の

償
還

に
備

え
て

積
み

立
て

る
基

金
を

計
上

し
て

い
ま

す
。

退
職

手
当

組
合

に
加

入
の

場
合

、
そ

の
団

体
の

持
分

を
当

該
科

目
に

計
上

し
ま

す
。

本
町

の
持

分
額

は
あ

り
ま

せ
ん

。
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Ⅱ－２．普通会計の行政コスト計算書 
 
（１）行政コストの割合について 
 
行政コストを性質別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」が最も高く、次いで「２ 物にかかるコス

ト」が高くなっています。 
これを目的別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」は、福祉、環境衛生、産業振興の順に高く、「２ 

物にかかるコスト」は、福祉、教育、生活インフラ・国土保全の順に高くなっています。 
なお、「４ その他のコスト」のうち（３）その他の行政コストが約 6千万円のマイナスとなっており

ます。これは、物件の購入等に係る未払金及び長期未払金の残高の減少額等を計上しております。 
 
（２）受益者負担比率について 
 
受益者負担である経常収益と経常費用である経常行政コストの比率を見ることにより、行政サービス

に対して利用者の負担により、どの程度賄われているか見ることができます。 
受益者負担比率 ＝ 経常収益 ÷ 経常行政コスト

2.0%＝ 200,019千円 ÷ 10,115,747千円  
このことから、行政サービスに対する利用者の負担が 2.0％であることが分かります。 
（※ 平均的な値は 2％から 8％の間になります。） 

 
（３）行政コスト対公共資産比率について 
 
行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、資産を活用するためにどれだけのコストがかけら

れているか、あるいはどれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供しているか、資産利用の効率性

を見ることができます。 
行政コスト対
公共資産比率

＝ 経常行政コスト ÷ 公共資産合計

28.9%＝ 10,115,747千円 ÷ 35,025,745千円  
このことから、公共資産の効率的活用度は 28.9％であることが分かります。 
（※ 平均的な値は 10％から 30％の間になります。） 

 
 

-8-



【
経
常
行
政
コ
ス
ト
】

（
単
位
：
千
円
）

総
　
　
額

（
構
成
比
率
）
生
活
イ
ン
フ
ラ
・

国
土
保
全

教
　
育

福
　
祉

環
 
境
 
衛
 
生

産
 
業
 
振
 
興

消
　
防

総
　
務

議
　
会

支
 
払
 
利
 
息

回
収
不
能

見
込
計
上
額

そ
の
他

（
１
）
人
件
費

1
,6
7
6
,
5
1
3

1
6
.
5
7

6
7
,
9
4
8

5
2
5
,
5
1
2

2
4
0
,
9
8
0

7
5
,
7
9
3

1
0
6
,
7
7
0

3
7
,
4
9
8

5
2
6
,
7
2
8

9
5
,
2
8
4

0

（
２
）
退
職
手
当
引
当
金
繰
入
等

1
3
2
,
1
1
8

1
.
3
1

9
,
2
9
0

△
1
5
,
6
5
8

2
6
,
6
0
5

1
1
,
8
4
1

7
,
2
0
1

2
3
,
8
6
6

6
6
,
3
1
5

2
,
6
5
8

0

（
３
）
賞
与
引
当
金
繰
入
額

9
7
,
5
3
8

0
.
9
6

2
,
8
2
8

3
1
,
0
8
5

1
4
,
1
9
1

4
,
4
5
7

6
,
2
8
0

2
,
1
6
5

3
1
,
0
1
2

5
,
5
2
0

0

小
　
　
　
　
計

1
,9
0
6
,
1
6
9

1
8
.
8
4

8
0
,
0
6
6

5
4
0
,
9
3
9

2
8
1
,
7
7
6

9
2
,
0
9
1

1
2
0
,
2
5
1

6
3
,
5
2
9

6
2
4
,
0
5
5

1
0
3
,
4
6
2

0

（
１
）
物
件
費

2
,5
7
4
,
8
0
1

2
5
.
4
5

4
7
,
3
5
5

4
1
3
,
5
2
3

1
,
4
5
8
,
3
0
1

1
3
5
,
3
0
7

1
6
0
,
0
3
0

1
3
,
6
6
5

3
4
1
,
4
7
3

5
,
1
4
7

0

（
２
）
維
持
補
修
費

1
4
0
,
5
6
5

1
.
3
9

6
0
,
0
0
7

4
2
,
0
3
0

1
7
,
0
3
3

1
2
4

6
,
5
7
9

1
,
8
9
4

1
2
,
8
9
8

0

（
３
）
減
価
償
却
費

1
,1
9
8
,
8
9
4

1
1
.
8
5

3
6
7
,
1
6
6

3
6
6
,
8
3
4

8
3
,
0
7
6

2
0
,
0
3
3

2
0
6
,
5
9
6

5
1
,
8
5
5

1
0
3
,
3
3
4

0

小
　
　
　
　
計

3
,9
1
4
,
2
6
0

3
8
.
6
9

4
7
4
,
5
2
8

8
2
2
,
3
8
7

1
,
5
5
8
,
4
1
0

1
5
5
,
4
6
4

3
7
3
,
2
0
5

6
7
,
4
1
4

4
5
7
,
7
0
5

5
,
1
4
7

0
0

（
１
）
社
会
保
障
給
付

1
,1
2
5
,
4
4
2

1
1
.
1
3

2
1
,
8
0
6

1
,
1
0
3
,
6
3
6

0

（
２
）
補
助
金
等

1
,1
6
5
,
1
2
4

1
1
.
5
2

3
,
3
4
9

2
9
,
1
3
9

1
1
0
,
3
2
3

3
6
3
,
6
5
2

1
4
0
,
2
0
4

4
0
7
,
8
2
0

1
1
0
,
0
0
9

6
2
8

0

（
３
）
他
会
計
等
へ
の
支
出
額

1
,7
3
2
,
5
8
4

1
7
.
1
3

3
3
0
,
4
0
9

0
8
6
0
,
3
6
5

2
3
5
,
4
3
6

3
0
6
,
3
7
4

0
0

0
0

1
1
2
,
5
5
6

1
.
1
1
0

0
5
5
,
9
4
9

8
,
6
6
8

4
3
,
4
1
8

0
4
,
5
2
1

0
0

小
　
　
　
　
計

4
,1
3
5
,
7
0
6

4
0
.
8
8

3
3
3
,
7
5
8

5
0
,
9
4
5

2
,
1
3
0
,
2
7
3

6
0
7
,
7
5
6

4
8
9
,
9
9
6

4
0
7
,
8
2
0

1
1
4
,
5
3
0

6
2
8

0

（
１
）
支
払
利
息

2
2
9
,
0
7
3

2
.
2
6

2
2
9
,
0
7
3

（
２
）
回
収
不
能
見
込
計
上
額

△
1
3
,
7
6
7

△
0
.
1
4

△
1
3
,
7
6
7

（
３
）
そ
の
他
行
政
コ
ス
ト

△
5
5
,
6
9
4

△
0
.
5
5
0

0
0

0
0

0
0

0
△
5
5
,
6
9
4

小
　
　
　
　
計

1
5
9
,
6
1
2

1
.
5
8
0

0
0

0
0

0
0

0
2
2
9
,
0
7
3

△
1
3
,
7
6
7

△
5
5
,
6
9
4

ａ
1
0
,
1
1
5
,
7
4
7

8
8
8
,
3
5
2

1
,
4
1
4
,
2
7
1

3
,
9
7
0
,
4
5
9

8
5
5
,
3
1
1

9
8
3
,
4
5
2

5
3
8
,
7
6
3

1
,
1
9
6
,
2
9
0

1
0
9
,
2
3
7

2
2
9
,
0
7
3

△
1
3
,
7
6
7

△
5
5
,
6
9
4

（
　
構
　
成
　
比
　
率
　
）

8
.
7
8

1
3
.
9
8

3
9
.
2
5

8
.
4
6

9
.
7
2

5
.
3
3

1
1
.
8
3

1
.
0
8

2
.
2
6

△
0
.
1
4

△
0
.
5
5

【
経
常
収
益
】

一
般
財
源

振
替
額

１
使
用
料
・
手
数
料
ｂ

1
9
0
,
2
1
9

4
1
,
8
0
0

3
9
,
9
8
1

4
4
,
4
3
2

1
,
2
5
4

2
2
4

0
1
8
,
2
9
5

0
0

0
4
4
,
2
3
3

２
分
担
金
・
負
担
金
・
寄
附
金
ｃ

9
,
8
0
0

0
1
,
1
0
0

6
,
3
6
6

3
0
9

1
,
5
4
1

0
4
8
4

0
0

0
0

経
常

収
益

合
計

（
ｂ

＋
ｃ

）
ｄ

2
0
0
,
0
1
9

4
1
,
8
0
0

4
1
,
0
8
1

5
0
,
7
9
8

1
,
5
6
3

1
,
7
6
5

0
1
8
,
7
7
9

0
0

0
4
4
,
2
3
3

ｄ
　
　
　
／
　
　
　
ａ

1
.
9
8

4
.
7
1

2
.
9
0

1
.
2
8

0
.
1
8

0
.
1
8

0
.
0
0

1
.
5
7

0
.
0
0

0
.
0
0

0
.
0
0

（
差
引
）
純
経
常
行
政
コ
ス
ト

ａ
 
－
 
ｄ

9
,

9
1
5
,
7
2
8

8
4
6
,
5
5
2

1
,
3
7
3
,
1
9
0

3
,
9
1
9
,
6
6
1

8
5
3
,
7
4
8

9
8
1
,
6
8
7

5
3
8
,
7
6
3

1
,
1
7
7
,
5
1
1

1
0
9
,
2
3
7

2
2
9
,
0
7
3

△
1
3
,
7
6
7

△
5
5
,
6
9
4

△
4
4
,
2
3
3

４ そ
の
他
の

コ
ス
ト

経
　
常
　
行
　
政
　
コ
　
ス
　
ト

行
政
コ
ス
ト
計
算
書

自
 
平
成
2
3
年
 
4
月
 
1
日

至
 
平
成
2
4
年
 
3
月
3
1
日

１ 人
に

か
か
る

コ
ス
ト

２ 物
に

か
か
る

コ
ス
ト

３ 移
転

支
出
的
な

コ
ス
ト

（
４
）
他
団
体
へ
の

　
　
　
公
共
資
産
整
備
補
助
金
等
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総
　

　
額

（
構

成
比

率
）

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

　
育

福
　

祉
環

 境
 衛

 生
産

 業
 振

 興
消

　
防

総
　

務
議

　
会

支
 払

 利
 息

回
収

不
能

見
込

計
上

額
そ

の
他

（
１

）
人

件
費

（
２

）
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

等

（
３

）
賞

与
引

当
金

繰
入

額

小
　

　
計

（
１

）
物

件
費

（
２

）
維

持
補

修
費

（
３

）
減

価
償

却
費

小
　

　
計

（
１

）
社

会
保

障
給

付

（
２

）
補

助
金

等

（
３

）
他

会
計

等
へ

の
支

出
額

（
４

）
他

団
体

へ
の

　
　

　
公

共
資

産
整

備
補

助
金

等

小
　

　
計

（
１

）
支

払
利

息

（
２

）
回

収
不

能
見

込
計

上
額

（
３

）
そ

の
他

行
政

コ
ス

ト

小
　

　
計

（
　

構
　

成
　

比
　

率
　

）

一
般

財
源

振
替

額

１
使

用
料

・
手

数
料

ｂ

２
分

担
金

・
負

担
金

・
寄

附
金

ｃ

ｄ
／

ａ

（
差

引
）

純
経

常
行

政
コ

ス
ト

ａ
－

ｄ

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

　
説

明

４ そ
の

他
の

コ
ス

ト

経
常

行
政

コ
ス

ト
ａ

１ 人
に

か
か

る
コ

ス
ト

　
【
経

常
収

益
】

　
【
経

常
行

政
コ

ス
ト

】

２ 物
に

か
か

る
コ

ス
ト

３ 移
転

支
出

的
な

コ
ス

ト

経
常

収
益

合
計

（
ｂ

＋
ｃ

）
ｄ

【
性

質
別

の
行

政
コ

ス
ト
】

「
人

件
費

」
、

「
物

件
費

」
と

い
っ

た
、

主
に

予
算

科
目

で
分

類
さ

れ
る

性
質

別
経

費
と

、
「
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

等
」
や

「
減

価
償

却
費

」
と

い
っ

た
発

生
主

義
特

有
の

勘
定

科
目

と
で

表
さ

れ
て

い
ま

す
。

（
行

政
コ

ス
ト
計

算
書

の
区

分
）

生
活

イ
ン

フ
ラ

・
国

土
保

全
教

 育
福

 祉
環

 境
 衛

 生
産

 業
 振

 興
消

 防
総

 務
議

 会
そ

の
他

（
決

算
統

計
（
目

的
別

）
の

区
分

）
土

 木
 費

教
 育

 費
民

 生
 費

衛
 生

 費
農

林
水

産
業

費
、

労
働

費
、

商
工

費
消

 防
 費

総
 務

 費
議

 会
 費

諸
支

出
金

等

【
目

的
別

の
行

政
コ

ス
ト
】

「
生

活
イ

ン
フ

ラ
・
国

土
保

全
」
、

「
教

育
」
、

「
福

祉
」
と

い
っ

た
行

政
目

的
別

に
分

類
し

て
表

し
て

い
ま

す
。

な
お

、
決

算
統

計
上

の
区

分
と

行
政

コ
ス

ト
計

算
書

上
の

対
応

関
係

は
下

記
の

と
お

り
で

す
。

（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス

ト
 …

　
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

た
め

に
要

し
た

経
費

（
上

記
「
経

常
行

政
コ

ス
ト
」
）
か

ら
、

施
設

利
用

料
な

ど
主

に
行

政
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

過
程

で
得

ら
れ

た
受

益
者

負
担

（
上

記
「
経

常
経

費
」
）
を

差
引

い
た

経
費

を
表

し
ま

す
。

　
民

間
企

業
の

場
合

、
対

価
を

得
て

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

成
果

を
金

額
で

把
握

す
る

こ
と

が
可

能
ま

た
は

必
要

で
あ

り
、

利
益

が
成

果
測

定
の

尺
度

と
な

る
も

の
の

、
自

治
体

で
は

対
価

の
な

い
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

一
つ

の
目

的
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
上

記
の

「
（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス

ト
」
は

、
町

税
や

地
方

交
付

税
と

い
っ

た
一

般
財

源
等

で
賄

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
コ

ス
ト
を

表
し

て
い

ま
す

。
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Ⅱ－３．普通会計の純資産変動計算書 
 
（１）純資産変動計算書の項目について 
 
純資産変動計算書の左側の各項目のうち、純経常行政コストから臨時損益までが一年間の純資産の増

減の変動を示し、科目振替は財源の異動を示しています。 
 
（２）行政コスト対税収等比率について 
 
純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることにより、当年度に行われた行政サービスのコ

ストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたかを見

ることが出来ます。 
行政コスト対
税収等比率

＝
純経常行政コスト
（絶対値で計上）

÷ （ 一般財源 ＋
補助金等受入

（その他一般財源等）
）

86.5%＝ 9,915,728千円 ÷ （ 8,770,802千円 ＋ 2,691,215千円 ）  
 このことから、経常的な行政コストに対する町税等の一般財源等の比率が 86.5％であることが分

かります。 
（※ 平均的な値は 90％から 110％の間になります。） 
この比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産（基金など）が蓄積されたか、

翌年度以降へ引き継ぐ負担（地方債など）が軽減したことを表し、100％を上回った場合は、過去から引
き継いだ資産が取り崩されたか、翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したことを表します。 
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（単位：千円）

純資産合計
公共資産等整備
国県補助金等

公共資産等整備
一般財源等

その他
一般財源等

資産評価差額

期首純資産残高 23,018,8735,317,31526,096,261 △8,407,39112,688

純経常行政コスト △9,915,728 △9,915,728

一般財源

地方税 2,314,504 2,314,504

地方交付税 5,660,210 5,660,210

その他行政コスト充当財源 796,088 796,088

補助金等受入 2,793,496 102,281 2,691,215

臨時損益

災害復旧事業費 △504,829 △504,829

公共資産除売却損益 △391 △391

投資損失 0 0

損失補償履行確定額 0 0

損失補償等引当金繰入等 1,683 1,683

その他 0 0

科目振替

公共資産整備への財源投入 512,554 △512,554

公共資産処分による財源増 0 △60,762 91,871 △31,109

貸付金・出資金等への財源投入 191,222 △191,222

貸付金・出資金等の回収等による財源増 0 △297,663 297,663 0

減価償却による財源増 △263,483 △935,411 1,198,894

地方債償還に伴う財源振替 769,242 △769,242

資産評価替えによる変動額 40,140 40,140

無償受贈資産受入 0 0

その他 △791 0 △370 △421 0

期末純資産残高 24,203,2555,156,11326,275,073 △7,249,65021,719

純資産変動計算書
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
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公
共

資
産

等
整

備
国

県
補

助
金

等
公

共
資

産
等

整
備

一
般

財
源

等
そ
の

他
一
般
財
源
等

資
産
評
価
差
額

住
民

サ
ー

ビ
ス
を
提

供
す

る
た
め
の
財

産
を
取
得
し
た
財
源
の
う
ち
、
国
・
県
か

ら
補
助
を
受
け
た
も
の
で
す
。

公
共

資
産

等
に
充

て
ら
れ
た
一

般
財

源
等

を
指

し
て
お

り
、
公

共
資

産
等

の
財

源
の
う
ち
、
国
庫
支
出
金
、
県
支
出
金
、

地
方
債
、
債
務
負
担
行
為
以
外
の
も
の

を
計
上
し
ま
す
。

公
共
資
産
等
は
通
常
、
将
来
の
行
政

サ
ー

ビ
ス
や

地
方

債
償

還
の
財

源
と
し
て

使
う
こ
と
は
出
来
ず
、
す
で
に
公
共
資
産

等
に
投
下
さ
れ
た
財
源
は
拘
束
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
左
記
「
公
共
資

産
等

整
備

一
般

財
源

等
」
と
は
別

に
、
将

来
自

由
に
財

源
と
し
て
使

用
で
き
る
純

資
産
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

新
た
に
売
却
可
能
資
産
が
計
上
さ
れ
た

場
合
、
も
し
く
は
資
産
の
評
価
替
え
を
行

い
、
帳

簿
価

額
と
売

却
可

能
価

額
ま
た

は
再

調
達

価
額

と
の
差

額
を
計

上
し
て

い
ま
す

。

期
首

純
資

産
残

高
…

前
年

度
末

の
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ
れ
て
い
る
純

資
産

残
高

を
計

上
し
ま
す

。

純
経
常
行
政
コ
ス
ト

…
当

年
度

の
「
行

政
コ
ス
ト
計

算
書

」
に
お

け
る
「
（
差

引
）
純

経
常

行
政

コ
ス
ト
」
を
計

上
し
ま
す

。

一
般

財
源

補
助

金
等

受
入

臨
時

損
益

…

災
害

復
旧

事
業

費
…

当
該
年
度
の
災
害
復
旧
事
業
費
を
計
上
し
ま
す
。

公
共

資
産

除
売

却
損

益
…

公
共

資
産

を
除

却
し
た
場

合
は
除

却
し
た
公

共
資

産
の
帳

簿
価

額
、
売

却
し
た
場

合
は
公

共
資

産
の
帳

簿
価

額
と
売

却
額

と
の
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

投
資

損
失

…
出

資
金

の
減

資
や

投
資

及
び

出
資

金
の
実

質
価

額
と
取

得
原

価
の
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

損
失

補
償

履
行

確
定

額
…

中
小

企
業

等
に
対

す
る
債

務
保

証
又

は
損

失
補

償
の
履

行
決

定
を
計

上
し
ま
す

。

損
失

補
償

等
引

当
金

繰
入

等
…

中
小

企
業

等
に
係

る
損

失
補

償
債

務
で
、
履

行
額

が
確

定
し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
今

後
損
失
補
償
が
見
込
ま
れ
る
も
の
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

科
目

振
替

…
取
得
時
の
財
源
投
入
額
や
処
分
時
の
財
源
増
加
額
を
把
握
し
、
純
資
産
変
動
計
算
書
上
で
の
財
源
の
異
動
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

公
共

資
産

整
備

へ
の

財
源

投
入

…
公

共
資

産
整

備
に
際

し
て
、
補

助
金

等
以

外
に
ど
の
程

度
の
一

般
財

源
が
充

て
ら
れ
た
か
を
表
し
ま
す
。

公
共

資
産

処
分

に
よ
る
財

源
増

…
「
貸

借
対

照
表

」
に
計

上
さ
れ
て
い
た
公

共
資

産
を
除

却
ま
た
は
売

却
し
た
場

合
、
資

産
に
充
て
ら
れ
て
い
た
財
源
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
へ
の
振
替
処
理
を
表
し
て
い
ま
す
。

貸
付

金
・
出

資
金

等
へ

の
財

源
投

入
…

貸
付

金
・
出

資
金

等
に
対

し
て
補

助
金

等
以

外
に
ど
の
程

度
の
一

般
財

源
が
充

て
ら
れ
た
か
を
表

し
て
い
ま
す

。

貸
付

金
・
出

資
金

等
の

回
収

等
に
よ
る
財

源
増

…
貸
付
金
・
出
資
金
等
の
回
収
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
れ
ら
に
充
て
ら
れ
て
い
た
財
源
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
へ
の
振
替
処
理
を
表
し
て
い
ま
す
。

減
価

償
却

に
よ
る
財

源
増

…
有

形
固

定
資

産
の
減

価
償

却
に
伴

い
、
有

形
固

定
資

産
に
充

て
ら
れ
て
い
た
財

源
を
、
そ
の
他
一
般
財
源
へ
の
振
替
を
表
し
て
い
ま
す
。

地
方
債
償
還
に
伴
う
財
源
振
替

…
地

方
債

の
償

還
に
よ
っ
て
一

般
財

源
の
負

担
が
生

じ
て
い
る
（
一

般
財

源
で
地

方
債

を
償
還
し
て
い
る
）
た
め
、
財
源
の
振
替
を
表
し
て
い
ま
す
。

資
産

評
価

替
え
に
よ
る
変

動
額

…
「
貸

借
対

照
表

」
に
計

上
さ
れ
た
資

産
を
評

価
す

る
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
評

価
差

額
を
計

上
し
ま
す

。

無
償

受
贈

資
産

受
入

…
無
償
で
資
産
を
受
贈
し
た
場
合
の
有
形
固
定
資
産
計
上
額
を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
の

他
…

そ
の
他

の
純

資
産

の
変

動
に
つ

い
て
、
そ
の
内

容
を
示

す
名

称
を
付

し
た
科

目
を
も
っ
て
計

上
し
ま
す

。

期
末

純
資

産
残

高

純
資

産
変

動
計

算
書

　
説

明

純
資

産
合

計 経
常

的
で
な
い
特

別
な
事

由
に
基

づ
く
損

益
が
発

生
し
た
場

合
、
当

該
内

容
を
示

す
名

称
を
付
し
た
科
目
を
も
っ
て
臨
時
損
益
に
計
上
し
ま
す
。
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Ⅱ－４．普通会計の資金収支計算書 
 
（１）経常的収支の部について 
 
この項目には、経常的な行政活動で支出される人件費や物件費、社会保障給付などの支出に対して、

経常的な行政活動で使われる収入がどのくらいあったかが示されています。 
経常的収支の黒字額が小さいと財政が硬直化していることになり、行政経費の削減が必要になります。 

 
（２）公共資産整備収支の部について 
 
この項目には、まちづくりや施設などを整備するためにかかった支出と、そのために国や県から交付

された補助金、発行した地方債、取り崩した基金の額などが記載されています。町が直接行う公共資産

整備のほか、他の団体等を通じて行った公共資産整備に対する支出も含まれます。 
 
（３）投資・財務的収支の部 

 
この項目には、資金の貸付や基金の積立、地方債の返済などの支出と、それらの財源となる収入や公

共資産売却による収入など、財務的な収支が記載されています。 
 
※ 公共資産整備収支額及び投資・財務的収支額がマイナスになっています。これは、経常的収支の

黒字額で不足額を補っていることを意味します。 
 
（４）歳入歳出決算総額について 
 
決算書における普通会計（一般会計）の歳入歳出決算総額と資金収支計算書の歳入歳出総額が異なっ

ております。これは、次の調整を行っているためです。 
○繰越金の控除 
歳入における繰越金は決算書上計上されていますが、実際は当年度に収入されておらず、前年度に

収入されているため、歳入総額から控除しています。 
 
（５）資産形成規模について 
 
資産と歳入総額との比率を見ることにより、形成された資産は何年分の歳入に匹敵するかを見ること

ができ、町の資産形成の度合いを測ることができます。 
歳入対資産比

率
＝

資産合計
（貸借対照表）

÷ （ 歳入合計 ＋ 期首歳計現金残高 ）

304.4%＝ 41,067,420千円÷ （ 13,006,834千円＋ 485,198千円）  
このことから、町が保有する資産は歳入の約 3.0倍に匹敵することが分かります。 
（※ 平均的な値は 3.0倍から 7.0倍の間になります。） 
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（単位：千円）

人件費

物件費

社会保障給付

補助金等

支払利息

他会計等への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

支 出 合 計

地方税

地方交付税

国県補助金等

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金

諸収入

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出

他会計等への建設費充当財源繰出支出

支 出 合 計

国県補助金等

地方債発行額

基金取崩額

その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

投資及び出資金

貸付金

基金積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計等への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額

長期未払金支払支出

その他支出

支 出 合 計

国県補助金等

貸付金回収額

基金取崩額

地方債発行額

公共資産等売却収入

その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

※1 一時借入金に関する情報

①資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。

②平成23年度における一時借入金の借入限度額は1,000,000千円です。

③支払利息のうち、一時借入金利子は0千円です

※2 基礎的財政収支（プライマリーバランス）に関する情報

　収入総額

　地方債発行額

　財政調整基金等取崩額

　支出総額

　地方債元利償還額

　財政調整基金等積立額

　　基礎的財政収支

1,603,247

475,485

1,846,090

485,198

910,802

13,006,834

△858,246

0

△12,381,230

425,604

0

2,930,665

119,954

75,484

△2,277,243

0

0

653,422

254,070

0

284,046

91,480

82,458

747,507

27,838

527,076

1,374,174

108,313

234,575

2,047

0

110,000

0

278,513

△408,660

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

12,074,899

8,212

3,111,507

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

60,200

572,570

112,556

687,173

514,000

88,929

資金収支計算書
自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

１ 経 常 的 収 支 の 部

507,009

2,574,801

5,660,210

1,125,442

1,165,124

229,073

1,241,390

645,394

1,982,168

8,963,392

158,998

2,565,229

2,337,737
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１ 経 常 的 収 支 の 部 …
後述する「公共資産整備収支」及び「投資・財務的収支」に含まれない支出と収入、
つまり町の経常的な行政活動に係る資金収支を項目別に計上しています。

人件費
物件費
社会保障給付 　当該科目に係る決算額を計上しています。
補助金等
支払利息
他会計等への事務費等
　　充当財源繰出支出

… 通常の補助金と他会計への補助金を区別するため、上記の「補助金等」から別途計
上しています。

その他支出 … 性質区分でいう維持補修費、災害復旧事業費に係る所要額を計上します。

支 出 合 計

地方税 … 当該科目に係る決算額を計上しています。

地方交付税 … 当該科目に係る決算額を計上しています。

国県補助金等
使用料・手数料
分担金・負担金・寄附金
諸収入
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

２ 公共資産整備収支の部 …
公共資産整備に伴う支出と、それに対応する財源（収入）を計上します。なお、公共
資産の整備を町で行ったものでない場合でも、最終的な使途が公共資産整備であ
れば、該当する他会計及び他団体補助金等の支出額についても計上します。

公共資産整備支出 … 町で行う普通建設事業費を計上しています。

公共資産整備補助金等支出 … 上記以外の普通建設事業費に係る補助金等を計上しています。

他会計等への建設費
　　充当財源繰出支出

…
他会計への建設事業費充当財源繰出金について計上しています。

支 出 合 計

国県補助金等
地方債発行額
基金取崩額
その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

３ 投資・財務的収支の部 …
投資及び出資金、貸付金、基金、公債費等に伴う支出と、それに対応する財源（収
入）を計上します。

投資及び出資金

貸付金

基金積立額 … 前年度の歳入歳出差引のうち、当年度の繰越金として歳入に含めず、直接基金に
積み立てる歳計剰余金処分による基金積立額がある場合は、これを含めて計上して
います。

定額運用基金への繰出支出
他会計等への公債費
　　充当財源繰出支出
地方債償還額
長期未払金支払支出

支 出 合 計

国県補助金等
貸付金回収額
基金取崩額
地方債発行額
公共資産等売却収入
その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

当該科目に係る決算額を計上しています。

資金収支計算書　説明

左記については、該当科目の当年度決算額から、「公共整備収支の部」及び「投
資・財務的収支の部」に計上される額を除いた額を計上します。

普通建設事業費の財源となった国庫支出金及び県支出金、地方債、基金取崩額、
その他収入（使用料・手数料、分担金・負担金・寄附金、財産収入、諸収入）を計上
しています。

法適用の公営企業等に対する出資金・貸付金については、「他会計への事務費等
充当財源繰出支出」、「他会計への建設費充当財源繰出支出」、「他会計への公債
費充当財源繰出支出」のいずれかに計上されることから、これらを除いたものを計上
しています。

当該科目に係る決算額を計上しています。
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Ⅲ 美里町全体の財務諸表 
 
①連結対象会計 
・普通会計（一般会計） 
・地方公営企業法を適用している公営企業会計 
（水道事業会計、病院事業会計） 

・地方公営企業法を適用していない公営企業会計 
（公共下水道事業特別会計、農業集落排水特別会計） 

・その他公営事業会計 
（国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計） 

 
②基準日 
平成 24年 3月 31日とし、出納整理期間（平成 24年 4月 1日から 5月 31日まで）における資金の
出入りは、基準日までに完了したものとみなして処理しています。 
なお、地方公営企業法を適用している水道事業会計及び病院事業会計については、出納整理期間は

ありません。 
 
③基礎数値 
旧小牛田町及び旧南郷町を含む昭和 44年度からの決算統計の数値を用いています。 

 
④資産の評価方法 
普通会計及び公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計については、Ⅱ 普通会計の財

務諸表と同様に、昭和 44年度からの決算統計の数値（普通建設事業費）を用いて取得原価とし、総務
省が示している耐用年数に従い、残存価額をゼロとする定額法により、取得した翌年度から減価償却

しています。 
水道事業会計及び病院事業会計については、地方公営企業法に基づく評価方法による帳簿価格を表

記しています。 
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Ⅲ－１．美里町全体の貸借対照表 
 
（１）資産の部について 
 
公共資産は、約 577億円で、資産全体の 89.2％を占めています。 
有形固定資産を目的別に見ると、①生活インフラ・国土保全が約 204 億円で、有形固定資産に占める

割合が 35.4％です。次いで、⑤産業振興が約 130億円で、有形固定資産に占める割合が 22.6％です。 
このことから、道路、公園、住宅、公共下水道などの生活インフラ環境整備や農業集落排水施設など

の産業振興施設整備に多く投資してきたことが分かります。 
 
（２）負債の部について 
 
負債のうち返済や支払いが長期にわたる固定負債は、約 274億円で、そのうち地方債は約 240億円と

なっています。なお、翌年度に償還する予定の地方債は流動負債に計上されており、これを合わせた地

方債総額は約 260億円で、負債全体の 87.7％を占めています。 
なお、地方債総額約 260億円のうち、53.0％にあたる約 138億円は後年度に地方交付税の算定の基礎

に含まれる見込みとなっております。 
 
（３）社会資本形成の世代間分析について 
 
社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成比率を見ることにより、これまでの世

代（過去及び現世代）によって既に負担された割合を見ることができます。 
社会資本形成の過去
及び現世代負担比率

＝ 純資産合計 ÷ 公共資産合計

60.8%＝ 35,059,412千円 ÷ 57,698,541千円  
このことから、公共資産の 60.8％は，過去及び現世代が既に負担したものと言えます。 
（※ 平均的な値は 50％から 90％の間になります。） 

 
（４）有形固定資産の老朽度について 
 
貸借対照表に計上された有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計

額の割合を計算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているのかを全

体として把握することができます。 
資産老朽化
比率

＝
減価償却
累計額

÷ （
有形固定
資産合計

－ 土地 ＋
減価償却
累計額

）

42.2%＝ 35,826,501千円÷ （ 57,543,584千円－ 8,501,095千円＋ 35,826,501千円）

 
 このことにより、施設等の老朽化度が 42.2％であると分かります。 
（※ 平均的な値は 35％から 50％の間になります。） 
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（単位：千円）

[資産の部] [負債の部]

１　公共資産 １　固定負債

(1) 有形固定資産 (1) 地方公共団体

①生活インフラ・国土保全 ①普通会計地方債

②教育 ②公営事業地方債

③福祉 地方公共団体

④環境衛生 (2) 関係団体

⑤産業振興 ①一部事務組合・広域連合地方債

⑥消防 ②地方三公社長期借入金

⑦総務 ③第三セクター等長期借入金

⑧収益事業 関係団体計

⑨その他 (3) 長期未払金

有形固定資産合計 (4) 引当金

(2) 無形固定資産 （うち退職手当等引当金）

(3) 売却可能資産 （うちその他の引当金）

(5) その他

公共資産合計 （うち他会計借入金）

（上記以外）

２　投資等 固定負債合計

(1) 投資及び出資金 ２　流動負債

(2) 貸付金

(3) 基金等 (1) 翌年度償還予定額

(4) 長期延滞債権 ①地方公共団体

(5) その他 ②関係団体

(6) 回収不能見込額  翌年度償還予定額計

(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）

投資等合計 (3) 未払金

(4) 翌年度支払予定退職手当

(5) 賞与引当金

３　流動資産 (6) その他

(1) 資金 （うち 他会計借入金翌年度償還予定額）

(2) 未収金 （上記以外）

(3) 販売用不動産

(4) その他 流動負債合計

(5) 回収不能見込額

流動資産合計 負　　債　　合　　計

４　繰延勘定 [純資産の部]

純　 資　 産　 合　 計

資　　産　　合　　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

※１　債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等 千円

②債務保証又は損失補償 千円

　（うち共同発行地方債に係るもの 千円）

③その他 千円

※２ 普通会計地方債および公営事業地方債残高（翌年度償還予定額を含む）のうち13,777,035千円については、償還時に地方交付税の算定の基礎に含まれることが

見込まれているものです。

※３　有形固定資産のうち、土地は8,501,095千円です。また、有形固定資産の減価償却累計額は35,826,501千円です。

64,679,893

0

0

0

4,044,142 29,620,481

0

35,059,412

2,232,374

△34,107

1,969,088

2,937,210 117,122

123,160

0

23,004

23,004

3,779,747 0

265,813

27,388,107

254,159

287,574

1,965,465

4,131 3,197,243

150,826 25,317

11,443,892

1,224,874 24,014,244

7,005,650

57,698,541

12,976,017

0 151,303

57,543,584 3,222,560

2,666,302

0

20,391,242 12,570,352

美里町全体の貸借対照表
（平成24年 3月31日現在）

借　　　　　　　　　　方 貸　　　　　　　　　　方

0

0

0

0

17,096

△104,432

517,348 1,969,088

1,571,485

64,679,893

0

32,689

13,011,409

268,090
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Ⅲ－２．美里町全体の行政コスト計算書 
 
（１）行政コストの割合について 
 
行政コストを性質別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」が最も高く、次いで「２ 物にかかるコス

ト」が高くなっています。 
これを目的別に見ると、「３ 移転支出的なコスト」は、福祉、消防、環境衛生の順に高く、「２ 物

にかかるコスト」は、福祉、環境衛生、産業振興の順に高くなっています。 
 
（２）受益者負担比率について 
 
受益者負担である経常収益と経常費用である経常行政コストの比率を見ることにより、行政サービス

に対して利用者の負担により、どの程度賄われているか見ることができます。 
受益者負担比率 ＝ 経常収益 ÷ 経常行政コスト

26.4%＝ 4,253,576千円÷ 16,123,769千円 
このことから、行政サービスに対する利用者の負担が 26.4％であり、行政サービスに要するコストの

約 4分の 1を負担していただいていることが分かります。 
 
（３）行政コスト対公共資産比率について 
 
行政コストの公共資産に対する比率を見ることで、資産を活用するためにどれだけのコストがかけら

れているか、あるいはどれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供しているか、資産利用の効率性

を見ることができます。 
行政コスト対
公共資産比率

＝ 経常行政コスト ÷ 公共資産合計

27.9%＝ 16,123,769千円 ÷ 57,698,541千円  
このことから、公共資産の効率的活用度は 27.9％であることが分かります。 
（※ 平均的な値は 10％から 30％の間になります。） 
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Ⅲ－３．美里町全体の純資産変動計算書 
 
（１）純資産変動計算書の項目について 
 
純資産変動計算書の左側の各項目のうち、純経常行政コストから臨時損益までが一年間の純資産の増

減の変動を示しています。 
 
（２）行政コスト対税収等比率について 
 
純経常行政コストに対する一般財源等の比率を見ることにより、当年度に行われた行政サービスのコ

ストから受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われたかを見

ることが出来ます。 
行政コスト対
税収等比率

＝
純経常行政コスト
（絶対値で計上）

÷ （ 一般財源 ＋
補助金等受入

（その他一般財源等）
）

89.3%＝ 11,870,193千円 ÷ （ 8,765,416千円 ＋ 4,529,256千円 ）  
 このことから、経常的な行政コストに対する町税等の一般財源等の比率が 89.3％であることが分

かります。 
（※ 平均的な値は 90％から 110％の間になります。） 
この比率が 100％を下回っている場合は、翌年度以降へ引き継ぐ資産（基金など）が蓄積されたか、

翌年度以降へ引き継ぐ負担（地方債など）が軽減したことを表し、100％を上回った場合は、過去から引
き継いだ資産が取り崩されたか、翌年度以降へ引き継ぐ負担が増加したことを表します。 
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（単位：千円）

純資産合計

期首純資産残高 34,044,375

純経常行政コスト △11,870,193

一般財源

地方税 2,314,504

地方交付税 5,660,210

その他行政コスト充当財源 790,702

補助金等受入 4,726,234

臨時損益

災害復旧事業費 △642,899

公共資産除売却損益 △2,144

投資損失 0

収益事業純損失

損失補償履行確定額 0

損失補償等引当金繰入等 1,683

その他 0

出資の受入・新規設立 0

資産評価替えによる変動額 40,140

無償受贈資産受入 0

その他 △3,200

期末純資産残高 35,059,412

美里町全体の純資産変動計算書
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日
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Ⅲ－４．美里町全体の資金収支計算書 
 
（１）経常的収支の部について 
 
この項目には、経常的な行政活動で支出される人件費や物件費、社会保障給付などの支出に対して、

経常的な行政活動で使われる収入がどのくらいあったかが示されています。 
経常的収支の黒字額が小さいと財政が硬直化していることになり、行政経費の削減が必要になります。 

 
（２）公共資産整備収支の部について 
 
この項目には、まちづくりや施設などを整備するためにかかった支出と、そのために国や県から交付

された補助金、発行した地方債、取り崩した基金の額などが記載されています。町が直接行う公共資産

整備のほか、他の団体等を通じて行った公共資産整備に対する支出も含まれます。 
 
（３）投資・財務的収支の部 

 
この項目には、資金の貸付や基金の積立、地方債の返済などの支出と、それらの財源となる収入や公

共資産売却による収入など、財務的な収支が記載されています。 
 
※ 公共資産整備収支額及び投資・財務的収支額がマイナスになっています。これは、経常的収支の

黒字額で不足額を補っていることを意味します。 
 
（４）資産形成規模について 
 
資産と歳入総額との比率を見ることにより、形成された資産は何年分の歳入に匹敵するかを見ること

ができ、町の資産形成の度合いを測ることができます。 
歳入対資産比率 ＝

資産合計
（貸借対照表）

÷ （ 歳入合計 ＋ 期首歳計現金残高 ）

290.7%＝ 64,679,893千円 ÷ （ 19,497,822千円 ＋ 2,755,441千円 ）  
このことから、町が保有する資産は歳入の約 2.9倍に匹敵することが分かります。 
（※ 平均的な値は 3.0倍から 7.0倍の間になります。） 
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（単位：千円）

人件費

物件費

社会保障給付

補助金等

支払利息

他会計等への事務費等充当財源繰出支出

その他支出

支 出 合 計

地方税

地方交付税

国県補助金等

使用料・手数料

分担金・負担金・寄附金

保険料

事業収入

諸収入

地方債発行額

長期借入金借入額

短期借入金増加額

基金取崩額

他会計補助金等

その他収入

収 入 合 計

経 常 的 収 支 額

公共資産整備支出

公共資産整備補助金等支出

他会計等への建設費充当財源繰出支出

地方独立行政法人公共資産整備支出

一部事務組合・広域連合公共資産整備支出

地方三公社公共資産整備支出

第三セクター等公共資産整備支出

支 出 合 計

国県補助金等

地方債発行額

長期借入金借入額

基金取崩額

他会計補助金等

その他収入

収 入 合 計

公 共 資 産 整 備 収 支 額

投資及び出資金

貸付金

基金積立額

定額運用基金への繰出支出

他会計等への公債費充当財源繰出支出

地方債償還額

長期借入金返済額

短期借入金減少額

収益事業純支出

長期未払金支払支出

その他支出

支 出 合 計

国県補助金等

貸付金回収額

基金取崩額

地方債発行額

長期借入金借入額

収益事業純収入

公共資産等売却収入

その他収入

収 入 合 計

投 資 ・ 財 務 的 収 支 額

翌年度繰上充用金増減額

当年度歳計現金増減額

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

837,996

2,755,441

3,593,437

119,954

75,484

0

384,046

81,591

753,270

△1,963,025

0

0

0

0

92,195

0

2,716,295

0

568,024

△438,521

1,912,204

0

３ 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部

0

13,667

0

203,010

0

254,070

522,183

27,838

239,300

0

110,000

2,047

1,006,545

124,077

0

1,701,494

0

223,765

0

882,468

502,368

18,176,528

２ 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部

1,314,479

260,756

1,094,074

3,239,542

0

518,600

美里町全体の資金収支計算書
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

１ 経 常 的 収 支 の 部

3,334,452

2,578,318

14,936,986

159,775

4,403,270

2,337,737

5,660,210

4,904,041

2,319,996

545,924

260,283

993,972
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Ⅳ．総括 
 
現在、本町の財務状況を総体的に判断すると、社会資本形成の過去及び現世代負担比率、資産老朽化

比率、受益者負担比率、行政コスト対公共資産比率及び歳入対資産比率の各比率とも平均的な値ですが、

平成 22年度と比べ、資産老朽化比率（有形固定資産の老朽度）が高くなり、改修及び更新に要する経費
が見込まれることから、必ずしも安心できる状態ではありません。 
また、東日本大震災からの復旧・復興に係る公的支援のため、受益者負担比率（行政サービスに対す

る利用者負担）が低くなり、行政コスト対公共資産比率が高くなりました。 
なお、行政コスト対税収等比率が平均的な値を下回っていますが、東日本大震災からの復旧・復興に

係る公的支援のための財源が国及び県から交付されたため、行政コスト対税収等比率が低くなったもの

です。 
このことから、今後の安定的な財政運営を行うために、老朽化が進んでいる施設の改修や更新を計画

的に行うことが必要であると考えます。また、東日本大震災前（平成 21年度）の受益者負担比率を踏ま
えると、平均的な値の範囲であるものの低い値であることから、施設の使用料や各種行政サービスに対

する受益者負担について、適正な水準にしていくことも必要であると考えます。 
 
 
≪参考≫ 各指標の推移 
 
○普通会計の財務諸表 

平成23年度 平成22年度 平成21年度
社会資本形成の過去
及び現世代負担比率

69.1% 64.5% 65.1% 50.0%～ 90.0%

資産老朽化比率 49.3% 47.5% 45.7% 35.0%～ 50.0%

受益者負担比率 2.0% 2.3% 2.7% 2.0% ～ 8.0%

行政コスト対公共資産比率 28.9% 24.8% 22.9% 10.0%～ 30.0%

行政コスト対税収等比率 86.5% 103.4% 94.3% 90.0%～ 110.0%

資産形成規模
（歳入対資産比率）

304.4% 339.7% 389.3% 300.0%～ 700.0%

平均的な値

 
 
○美里町全体の財務諸表 

平成23年度 平成22年度
社会資本形成の過去
及び現世代負担比率

60.8% 57.9% 50.0%～ 90.0%

資産老朽化比率 42.2% 40.4% 35.0%～ 50.0%

受益者負担比率 26.4% 29.5%

行政コスト対公共資産比率 27.9% 25.1% 10.0%～ 30.0%

行政コスト対税収等比率 89.3% 104.9% 90.0%～ 110.0%

資産形成規模
（歳入対資産比率）

290.7% 318.7%300.0%～ 700.0%

平均的な値

 
※平成 21年度の美里町全体の財務諸表は未作成です。 
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【参考資料】 
 
・美里町全体の貸借対照表内訳表 
 
・美里町全体の行政コスト計算書内訳表 
 
・美里町全体の純資産変動計算書内訳表 
 
・美里町全体の資金収支計算書内訳表 
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1,
3
7
1
,

8
0
6

1
3
6
,

3
0
1

7
5
,
1
9
5

2
0
6
,

1
6
7

1
7
9
,

6
1
9

5
9
7
,

2
8
2

0
0

0
0

0
1
,9
6
9
,

0
8
8

1
,9
6
9
,

0
8
8

  
  
②
関
係
団
体

  
翌
年
度
償
還
予
定
額
計

1,
3
7
1
,

8
0
6

1
3
6
,

3
0
1

7
5
,
1
9
5

2
0
6
,

1
6
7

1
7
9
,

6
1
9

5
9
7
,

2
8
2

0
0

0
0

0
1
,9
6
9
,

0
8
8

1
,9
6
9
,

0
8
8

  
（
２
）
短
期
借
入
金
（
翌
年
度
繰
上
充
用
含
む
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

  
（
３
）
未
払
金

5
1
,
5
5
6

3
1
,
8
1
5

3
3
,
7
5
1

0
0

6
5
,
5
6
6

0
0

0
0

0
1
1
7
,

1
2
2

1
1
7
,

1
2
2

  
（
４
）
翌
年
度
支
払
予
定
退
職
手
当

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

  
（
５
）
賞
与
引
当
金

9
7
,
5
3
8

3
,2
5
9

1
5
,
3
4
1

7
3
7

3
1
3

1
9
,
6
5
0

1
,8
9
1

8
9
0

3
,1
9
1

0
5
,9
7
2

1
2
3
,

1
6
0

1
2
3
,

1
6
0

  
（
６
）
そ
の
他

0
2
0
,
2
0
8

2
,7
9
6

0
0

2
3
,
0
0
4

0
0

0
0

0
2
3
,
0
0
4

2
3
,
0
0
4

  
  
（
う
ち
他
会
計
借
入
金
翌
年
度
償
還
予
定
額
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
（
上
記
以
外
）

0
2
0
,
2
0
8

2
,7
9
6

0
0

2
3
,
0
0
4

0
0

0
0

0
2
3
,
0
0
4

2
3
,
0
0
4

流
動
負
債
合
計

1,
5
2
0
,

9
0
0

1
9
1
,

5
8
3

1
2
7
,

0
8
3

2
0
6
,

9
0
4

1
7
9
,

9
3
2

7
0
5
,

5
0
2

1
,8
9
1

8
9
0

3
,1
9
1

0
5
,9
7
2

2
,2
3
2
,

3
7
4

2
,2
3
2
,

3
7
4

負
債
合
計

1
6
,
8
6
4
,

1
6
5

4
,2
0
2
,

3
7
6

1
,1
4
9
,

0
8
4

4
,1
2
2
,

2
4
7

3
,1
2
7
,

0
3
0

1
2
,
6
0
0
,

7
3
7

5
7
,
8
8
0

2
3
,
7
4
4

7
3
,
9
5
5

0
1
5
5
,

5
7
9

2
9
,
6
2
0
,

4
8
1

2
9
,
6
2
0
,

4
8
1

［
純
資
産
の
部
］

純
資
産
合
計

2
4
,
2
0
3
,

2
5
5

2
,3
8
2
,

8
3
8

1
3
4
,

1
1
7

2
,0
5
8
,

9
0
6

6
,6
5
7
,

5
0
1

1
1
,
2
3
3
,

3
6
2

7
3
9
,

6
4
4

△
2
1
,
3
7
8

1
6
0
,

0
6
2

3
1
0

8
7
8
,

6
3
8

3
6
,
3
1
5
,

2
5
5

△
1
,2
5
5
,

8
4
3

3
5
,
0
5
9
,

4
1
2

負
債
及
び
純
資
産
合
計

4
1
,
0
6
7
,

4
2
0

6
,5
8
5
,

2
1
4

1
,2
8
3
,

2
0
1

6
,1
8
1
,

1
5
3

9
,7
8
4
,

5
3
1

2
3
,
8
3
4
,

0
9
9

7
9
7
,

5
2
4

2
,3
6
6

2
3
4
,

0
1
7

3
1
0

1
,0
3
4
,

2
1
7

6
5
,
9
3
5
,

7
3
6

△
1
,2
5
5
,

8
4
3

6
4
,
6
7
9
,

8
9
3
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美
里
町
全
体
の
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
内
訳
表

（
単
位
：
千
円
）

地
方
公
共
団
体

普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

合
計

相
殺
消
去
等

純
計

公
営
企
業
会
計

そ
の
他

水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計

（
小
計
）

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計

介
護
保
険

特
別
会
計

(
保
険
事
業
勘
定
)

介
護
保
険

特
別
会
計

(
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
勘
定
)

（
小
計
）

【
経
常
行
政
コ
ス
ト
】

１
（
１
）
人
件
費

1
,6
7
6
,
5
1
3

4
2
,
3
9
9

3
5
9
,
4
3
0
1
9
,
9
9
8

5
,
4
9
8

4
2
7
,
3
2
52
8
,
8
1
3

1
3
,
2
1
0

4
7
,
2
2
2

0
8
9
,
2
4
5

2
,
1
9
3
,
0
8
3

2
,
1
9
3
,
0
8
3

１
（
２
）
退
職
手
当
等
引
当
金
繰
入
等

1
3
2
,
1
1
8

3
2
,
3
9
1

2
3
,
8
6
4

3
,
3
9
9

9
8
9

6
0
,
6
4
3

5
,
8
1
3

3
,
4
4
0

1
1
,
2
7
7

0
2
0
,
5
3
0

2
1
3
,
2
9
1

2
1
3
,
2
9
1

１
（
３
）
賞
与
引
当
金
繰
入
額

9
7
,
5
3
8

3
,
2
5
9

1
5
,
3
4
1

7
3
7

3
1
3

1
9
,
6
5
0

1
,
8
9
1

8
9
0

3
,
1
9
1

0
5
,
9
7
2

1
2
3
,
1
6
0

1
2
3
,
1
6
0

２
（
１
）
物
件
費

2
,5
7
4
,
8
0
1

2
9
4
,
4
9
7

1
8
0
,
5
8
1

1
5
,
1
6
7

9
7
,
3
3
4

5
8
7
,
5
7
9
5
1
,
2
2
2

4
,
3
3
6

3
3
,
5
3
6

1
0
,
5
9
0

9
9
,
6
8
4

3
,
2
6
2
,
0
6
4

3
,
2
6
2
,
0
6
4

２
（
２
）
維
持
補
修
費

1
4
0
,
5
6
5

1
7
,
2
8
8

1
4
,
4
1
3

1
,
5
3
2

1
6
,
4
7
6

4
9
,
7
0
9

0
0

0
0

0
1
9
0
,
2
7
4

1
9
0
,
2
7
4

２
（
３
）
減
価
償
却
費

1
,1
9
8
,
8
9
4

1
3
7
,
5
4
4

4
7
,
4
9
7

1
6
7
,
7
4
7

3
3
9
,
1
1
0

6
9
1
,
8
9
8

0
0

0
0

0
1
,
8
9
0
,
7
9
2

1
,
8
9
0
,
7
9
2

３
（
１
）
社
会
保
障
給
付

1
,1
2
5
,
4
4
2

3
8
8

1
,
2
7
0

0
0

1
,
6
5
8

2
,
0
0
8
,
8
1
0
0

1
,
7
6
8
,
1
3
1

0
3
,
7
7
6
,
9
4
1

4
,
9
0
4
,
0
4
1

4
,
9
0
4
,
0
4
1

３
（
２
）
補
助
金
等

1
,1
6
5
,
1
2
4

1
2
1

0
7
4
,
1
3
7

6
,
6
6
1

8
0
,
9
1
9

8
5
8
,
9
6
0

2
1
4
,
9
9
3

0
0

1
,
0
7
3
,
9
5
3

2
,
3
1
9
,
9
9
6

△
2
,

0
4
7

2
,

3
1
7
,
9
4
9

３
（
３
）
他
会
計
等
へ
の
支
出
額

1
,7
3
2
,
5
8
4

0
0

0
0

0
0

1
,
1
5
9

4
,
2
2
7

5
8
1

5
,
9
6
7

1
,
7
3
8
,
5
5
1

△
1
,

4
7
6
,
2
2
1

2
6
2
,
3
3
0

３
（
４
）
他
団
体
へ
の
公
共
資
産
整
備
補
助
金
等

1
1
2
,
5
5
6

0
0

1
1
,
5
2
1

0
1
1
,
5
2
1

0
0

0
0

1
2
4
,
0
7
7

1
2
4
,
0
7
7

４
（
１
）
支
払
利
息

2
2
9
,
0
7
3

9
6
,
8
2
8

3
2
,
9
5
9

9
9
,
0
4
4

8
8
,
0
2
0

3
1
6
,
8
5
1
0

0
0

0
0

5
4
5
,
9
2
4

5
4
5
,
9
2
4

４
（
２
）
回
収
不
能
見
込
計
上
額

△
1
3
,
7
6
7

△
1
,
8
8
9
3
0
1

0
0

△
1
,
5
8
8

4
,6
3
1

2
4
9

6
4
6

0
5
,
5
2
6

△
9
,

8
2
9

△
9
,
8
2
9

４
（
３
）
そ
の
他
行
政
コ
ス
ト

△
5
5
,
6
9
4

6
1
,
6
2
1

1
0
,
2
1
5

0
0

7
1
,
8
3
6

6
0
,
6
1
2

5
,
1
8
9

2
4
,
6
7
0

0
9
0
,
4
7
1

1
0
6
,
6
1
3

1
0
6
,
6
1
3

経
常
行
政
コ
ス
ト
  
  
ａ

1
0
,
1
1
5
,
7
4
7

6
8
4
,
4
4
7

6
8
5
,
8
7
1

3
9
3
,
2
8
2

5
5
4
,
4
0
1

2
,
3
1
8
,
0
0
1

3
,
0
2
0
,
7
5
2

2
4
3
,
4
6
6

1
,
8
9
2
,
9
0
0

1
1
,
1
7
1

5
,
1
6
8
,
2
8
9

1
7
,
6
0
2
,
0
3
7

△
1
,

4
7
8
,
2
6
8
1
6
,
1
2
3
,
7
6
9

【
経
常
収
益
】

１
  
使
用
料
・
手
数
料

1
9
0
,
2
1
9

0
0

0
0

0
6
4
2

6
5

7
0

0
7
7
7

1
9
0
,
9
9
6

1
9
0
,
9
9
6

２
  
分
担
金
・
負
担
金
・
寄
附
金

9
,8
0
0

2
,
0
4
7

0
1
1
,
6
0
6

2
,
5
4
2

1
6
,
1
9
5

1
,
1
5
9
,
5
7
80

5
2
8
,
7
2
4

0
1
,
6
8
8
,
3
0
2

1
,
7
1
4
,
2
9
7

△
2
,

0
4
7

1
,

7
1
2
,
2
5
0

３
  
保
険
料

0
0

0
0

0
3
1
5
,
7
3
3

1
5
2
,
5
4
8

2
6
5
,
3
0
4

0
7
3
3
,
5
8
5

7
3
3
,
5
8
5

7
3
3
,
5
8
5

４
  
事
業
収
益

5
3
6
,
3
0
0

5
0
6
,
4
4
9

1
0
4
,
6
2
1

9
2
,
2
3
1

1
,
2
3
9
,
6
0
10

0
0

1
0
,
9
0
0

1
0
,
9
0
0

1
,
2
5
0
,
5
0
1

1
,
2
5
0
,
5
0
1

５
  
そ
の
他
特
定
行
政
サ
ー
ビ
ス
収
入

1
5
,
4
7
7

1
,
3
6
8

3
1
9

1
0

1
7
,
1
7
4

3
4
3
,
8
0
25
,
0
4
7

2
2
1

0
3
4
9
,
0
7
0

3
6
6
,
2
4
4

3
6
6
,
2
4
4

６
  
他
会
計
補
助
金
等

4
9
,
8
8
6

1
8
3
,
5
0
3

3
3
0
,
4
0
9

3
0
6
,
3
7
4

8
7
0
,
1
7
2

2
2
1
,
5
1
4

8
3
,
4
9
2

2
9
5
,
6
5
7
0

6
0
0
,
6
6
3

1
,
4
7
0
,
8
3
5

△
1
,

4
7
0
,
8
3
5

0

経
常
収
益

  
  
ｂ

2
0
0
,
0
1
9

6
0
3
,
7
1
0

6
9
1
,
3
2
0

4
4
6
,
9
5
5

4
0
1
,
1
5
7

2
,
1
4
3
,
1
4
2

2
,
0
4
1
,
2
6
9

2
4
1
,
1
5
2

1
,
0
8
9
,
9
7
6

1
0
,
9
0
0

3
,
3
8
3
,
2
9
7

5
,
7
2
6
,
4
5
8

△
1
,

4
7
2
,
8
8
2

4
,

2
5
3
,
5
7
6

（
差
引
）
純
経
常
行
政
コ
ス
ト
  
  
ａ
－
ｂ

9
,9
1
5
,
7
2
8

8
0
,
7
3
7

△
5
,

4
4
9

△
5
3
,
6
7
3
1
5
3
,
2
4
4

1
7
4
,
8
5
9

9
7
9
,
4
8
3

2
,
3
1
4

8
0
2
,
9
2
4
2
7
1

1
,
7
8
4
,
9
9
2

1
1
,
8
7
5
,
5
7
9

△
5
,

3
8
6

1
1
,
8
7
0
,
1
9
3
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美
里
町
全
体
の
純
資
産
変
動
計
算
書
内
訳
表

（
単
位
：
千
円
）

地
方
公
共
団
体

普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

合
計

相
殺
消
去
等

純
計

公
営
企
業
会
計

そ
の
他

水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計

（
小
計
）

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計

介
護
保
険

特
別
会
計

(
保
険
事
業
勘
定
)

介
護
保
険

特
別
会
計

(
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
勘
定
)

（
小
計
）

期
首
純
資
産
残
高

2
3
,
0
1
8
,
8
7
3

2
,
4
3
6
,
7
8
2

8
7
,
9
8
7

1
,
9
6
4
,
6
0
3

6
,
8
3
8
,
6
3
9

1
1
,
3
2
8
,
0
1
1

7
3
2
,
1
9
9

△
1
9
,
0
6
4

2
0
1
,
6
8
9

5
8
1

9
1
5
,
4
0
5

3
5
,
2
6
2
,
2
8
9

△
1
,

2
1
7
,
9
1
4
3
4
,
0
4
4
,
3
7
5

  
  
純
経
常
行
政
コ
ス
ト

△
9
,9
1
5
,
7
2
8

△
8
0
,
7
3
75
,4
4
9

5
3
,
6
7
3

△
1
5
3
,
2
4
4

△
1
7
4
,
8
5
9

△
9
7
9
,
4
8
3

△
2
,
3
1
4

△
8
0
2
,
9
2
4

△
2
7
1

△
1
,
7
8
4
,
9
9
2

△
1
1
,
8
7
5
,
5
7
9

5
,3
8
6

△1
1
,
8
7
0
,
1
9
3

  
  
一
般
財
源

  
  
  
  
地
方
税

2
,3
1
4
,
5
0
4

0
0

2
,
3
1
4
,
5
0
4

2
,
3
1
4
,
5
0
4

  
  
  
  
地
方
交
付
税

5
,6
6
0
,
2
1
0

0
0

5
,
6
6
0
,
2
1
0

5
,
6
6
0
,
2
1
0

  
  
  
  
そ
の
他
行
政
コ
ス
ト
充
当
財
源

7
9
6
,
0
8
8

0
0

7
9
6
,
0
8
8

△
5
,

3
8
6

7
9
0
,
7
0
2

  
  
補
助
金
等
受
入

2
,7
9
3
,
4
9
6

2
8
,
0
0
8

3
,
7
4
0

1
2
8
,
0
0
22
4
,
7
6
3

1
8
4
,
5
1
3

9
8
6
,
9
2
8

0
7
6
1
,
2
9
7

0
1
,
7
4
8
,
2
2
5

4
,
7
2
6
,
2
3
4

4
,
7
2
6
,
2
3
4

  
  
臨
時
損
益

  
  
  
  
災
害
復
旧
事
業
費

△
5
0
4
,
8
2
9

△
8
6
,
3
3
4

△
5
1
,
7
3
6

△
1
3
8
,
0
7
0

0
△
6
4
2
,
8
9
9

△
6
4
2
,
8
9
9

  
  
  
  
公
共
資
産
除
売
却
損
益

△
3
9
1

△
1
,
6
3
2

△
1
2
1

0
0

△
1
,
7
5
3

0
0

0
0

0
△
2
,
1
4
4

△
2
,
1
4
4

  
  
  
  
投
資
損
失

0
0

0
0

0

  
  
  
  
収
益
事
業
純
損
失

  
  
  
  
損
失
補
償
履
行
確
定
額

0
0

0
0

0

  
  
  
  
損
失
補
償
等
引
当
金
繰
入

1
,6
8
3

0
0

1
,
6
8
3

1
,
6
8
3

  
  
  
  
そ
の
他

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

  
  
出
資
の
受
入
・
新
規
設
立

8
6
7

3
7
,
0
6
2

0
0

3
7
,
9
2
9

0
0

0
0

0
3
7
,
9
2
9

△
3
7
,
9
2
9

0

  
  
資
産
評
価
替
え
に
よ
る
変
動
額

4
0
,
1
4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0
,
1
4
0

4
0
,
1
4
0

  
  
無
償
受
贈
資
産
受
入

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

  
  
そ
の
他

△
7
9
1

△
4
5
0

0
△
1
,
0
3
8

△
9
2
1

△
2
,
4
0
9

0
0

0
0

0
△
3
,
2
0
0

△
3
,
2
0
0

期
末
純
資
産
残
高

2
4
,
2
0
3
,
2
5
5

2
,
3
8
2
,
8
3
8

1
3
4
,
1
1
7

2
,
0
5
8
,
9
0
6

6
,
6
5
7
,
5
0
1

1
1
,
2
3
3
,
3
6
2

7
3
9
,
6
4
4

△
2
1
,
3
7
8

1
6
0
,
0
6
2

3
1
0

8
7
8
,
6
3
8

3
6
,
3
1
5
,
2
5
5

△
1
,

2
5
5
,
8
4
3
3
5
,
0
5
9
,
4
1
2
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美
里
町
全
体
の
資
金
収
支
計
算
書
内
訳
表

（
単
位
：
千
円
）

地
方
公
共
団
体

普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

合
計

相
殺
消
去
等

純
計

公
営
企
業
会
計

そ
の
他

水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計

（
小
計
）

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計

介
護
保
険

特
別
会
計

(
保
険
事
業
勘
定
)

介
護
保
険

特
別
会
計

(
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
勘
定
)

（
小
計
）

[経
常
的
収
支
の
部
]

  
  
  
人
件
費

1
,9
8
2
,
1
6
8

5
0
,
7
7
9

4
1
0
,
4
2
9
2
1
,
9
2
9

6
,
4
4
5

4
8
9
,
5
8
23
4
,
2
7
7

1
5
,
7
3
9

5
6
,
5
5
2

0
1
0
6
,
5
6
8

2
,
5
7
8
,
3
1
8

2
,
5
7
8
,
3
1
8

  
  
  
物
件
費

2
,5
7
4
,
8
0
1

3
7
2
,
4
5
5

1
7
5
,
0
1
1

1
5
,
1
6
7

9
7
,
3
3
4

6
5
9
,
9
6
7
5
1
,
2
2
2

4
,
3
3
6

3
3
,
5
3
6

1
0
,
5
9
0

9
9
,
6
8
4

3
,
3
3
4
,
4
5
2

3
,
3
3
4
,
4
5
2

  
  
  
社
会
保
障
給
付

1
,1
2
5
,
4
4
2

3
8
8

1
,
2
7
0

0
0

1
,
6
5
8

2
,
0
0
8
,
8
1
0
0

1
,
7
6
8
,
1
3
1

0
3
,
7
7
6
,
9
4
1

4
,
9
0
4
,
0
4
1

4
,
9
0
4
,
0
4
1

  
  
  
補
助
金
等

1
,1
6
5
,
1
2
4

1
2
1

0
7
4
,
1
3
7

6
,
6
6
1

8
0
,
9
1
9

8
5
8
,
9
6
0

2
1
4
,
9
9
3

0
0

1
,
0
7
3
,
9
5
3

2
,
3
1
9
,
9
9
6

2
,
3
1
9
,
9
9
6

  
  
  
支
払
利
息

2
2
9
,
0
7
3

9
6
,
8
2
8

3
2
,
9
5
9

9
9
,
0
4
4

8
8
,
0
2
0

3
1
6
,
8
5
1
0

0
0

0
0

5
4
5
,
9
2
4

5
4
5
,
9
2
4

  
  
  
他
会
計
等
へ
の
事
務
費
等
充
当
財
源
繰
出
支
出

1
,2
4
1
,
3
9
0

0
0

0
0

0
0

1
,
1
5
9

4
,
2
2
7

5
8
1

5
,
9
6
7

1
,
2
4
7
,
3
5
7

△
9
8
7
,
0
7
4

2
6
0
,
2
8
3

  
  
  
そ
の
他
支
出

6
4
5
,
3
9
4

7
7
,
8
7
2

2
4
,
1
5
6

8
7
,
8
6
6

6
8
,
2
1
3

2
5
8
,
1
0
7
6
0
,
6
1
2

5
,
1
8
9

2
4
,
6
7
0

0
9
0
,
4
7
1

9
9
3
,
9
7
2

9
9
3
,
9
7
2

  
支
出
合
計

8
,9
6
3
,
3
9
2

5
9
8
,
4
4
3

6
4
3
,
8
2
5

2
9
8
,
1
4
3

2
6
6
,
6
7
3

1
,
8
0
7
,
0
8
4

3
,
0
1
3
,
8
8
1

2
4
1
,
4
1
6

1
,
8
8
7
,
1
1
6

1
1
,
1
7
1

5
,
1
5
3
,
5
8
4

1
5
,
9
2
4
,
0
6
0

△
9
8
7
,
0
7
4
1
4
,
9
3
6
,
9
8
6

  
  
地
方
税

2
,3
3
7
,
7
3
7

0
0

0
0

0
0

2
,
3
3
7
,
7
3
7

2
,
3
3
7
,
7
3
7

  
  
地
方
交
付
税

5
,6
6
0
,
2
1
0

0
0

0
0

0
0

5
,
6
6
0
,
2
1
0

5
,
6
6
0
,
2
1
0

  
  
国
県
補
助
金
等

2
,5
6
5
,
2
2
9

1
2
,
5
4
8

3
,
7
4
0

4
8
,
7
6
5

2
4
,
7
6
3

8
9
,
8
1
6

9
8
6
,
9
2
8
0

7
6
1
,
2
9
7

0
1
,
7
4
8
,
2
2
5

4
,
4
0
3
,
2
7
0

4
,
4
0
3
,
2
7
0

  
  
使
用
料
・
手
数
料

1
5
8
,
9
9
8

0
0

0
0

0
6
4
2

6
5

7
0

0
7
7
7

1
5
9
,
7
7
5

1
5
9
,
7
7
5

  
  
分
担
金
・
負
担
金
・
寄
附
金

8
,2
1
2

0
0

4
,
4
4
0

2
,
5
8
7

7
,
0
2
7

1
,
1
5
9
,
5
7
8
0

5
2
8
,
7
2
4

0
1
,
6
8
8
,
3
0
2

1
,
7
0
3
,
5
4
1

△
2
,

0
4
7

1
,

7
0
1
,
4
9
4

  
  
保
険
料

0
0

0
0

0
6
7
6
,
5
9
5

1
5
2
,
5
6
5

2
6
4
,
9
1
4

0
1
,
0
9
4
,
0
7
4

1
,
0
9
4
,
0
7
4

1
,
0
9
4
,
0
7
4

  
  
事
業
収
入

6
1
2
,
8
6
2

4
9
4
,
6
1
5

1
0
4
,
0
5
5

9
2
,
0
4
7

1
,
3
0
3
,
5
7
90

0
0

1
0
,
9
0
0

1
0
,
9
0
0

1
,
3
1
4
,
4
7
9

1
,
3
1
4
,
4
7
9

  
  
諸
収
入

2
3
4
,
5
7
5

8
,
0
5
9

1
,
3
6
8

0
0

9
,
4
2
7

1
1
,
4
8
6

5
,
0
4
7

2
2
1

0
1
6
,
7
5
4

2
6
0
,
7
5
6

2
6
0
,
7
5
6

  
  
地
方
債
発
行
額

5
1
4
,
0
0
0

1
,
5
0
0

0
2
,
1
0
0

1
,
0
0
0

4
,
6
0
0

0
0

0
0

0
5
1
8
,
6
0
0

5
1
8
,
6
0
0

  
  
長
期
借
入
金
借
入
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
短
期
借
入
金
増
加
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
基
金
取
崩
額

8
8
,
9
2
9

0
0

0
0

0
8
0
,
0
0
0

0
5
4
,
8
3
6

0
1
3
4
,
8
3
6

2
2
3
,
7
6
5

2
2
3
,
7
6
5

  
  
他
会
計
補
助
金
等

4
9
,
8
8
6

1
8
3
,
5
0
3

2
7
0
,
2
5
5

2
5
2
,
2
4
1

7
5
5
,
8
8
5

2
2
1
,
5
1
4

8
3
,
4
9
2

2
9
5
,
6
5
7
0

6
0
0
,
6
6
3

1
,
3
5
6
,
5
4
8

△
1
,

3
5
6
,
5
4
8

0

  
  
そ
の
他
収
入

5
0
7
,
0
0
9

0
4
1
6

3
1
9

1
0

7
4
5

0
0

0
0

0
5
0
7
,
7
5
4

△
5
,

3
8
6

5
0
2
,
3
6
8

  
収
入
合
計

1
2
,
0
7
4
,
8
9
9

6
8
4
,
8
5
5

6
8
3
,
6
4
2

4
2
9
,
9
3
4

3
7
2
,
6
4
8

2
,
1
7
1
,
0
7
9

3
,
1
3
6
,
7
4
3

2
4
1
,
1
6
9

1
,
9
0
5
,
7
1
9

1
0
,
9
0
0

5
,
2
9
4
,
5
3
1

1
9
,
5
4
0
,
5
0
9

△
1
,

3
6
3
,
9
8
1
1
8
,
1
7
6
,
5
2
8

経
常
的
収
支
額

3
,1
1
1
,
5
0
7

8
6
,
4
1
2

3
9
,
8
1
7

1
3
1
,
7
9
1

1
0
5
,
9
7
5

3
6
3
,
9
9
5

1
2
2
,
8
6
2

△
2
4
7

1
8
,
6
0
3

△
2
7
1

1
4
0
,
9
4
7

3
,
6
1
6
,
4
4
9

△
3
7
6
,
9
0
7

3
,

2
3
9
,
5
4
2

[公
共
資
産
整
備
収
支
の
部
]

  
  
公
共
資
産
整
備
支
出

5
7
2
,
5
7
0

7
3
,
7
4
3

1
2
,
8
4
9

2
2
3
,
3
0
6
0

3
0
9
,
8
9
8

0
0

0
0

0
8
8
2
,
4
6
8

8
8
2
,
4
6
8

  
  
公
共
資
産
整
備
補
助
金
等
支
出

1
1
2
,
5
5
6

0
0

1
1
,
5
2
1

0
1
1
,
5
2
1

0
0

0
0

0
1
2
4
,
0
7
7

1
2
4
,
0
7
7

  
  
他
会
計
等
へ
の
建
設
費
充
当
財
源
繰
出
支
出

2
,0
4
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
,
0
4
7

△
2
,

0
4
7

0

  
  
地
方
独
立
行
政
法
人
公
共
資
産
整
備
支
出

　
　
一
部
事
務
組
合
・
広
域
連
合
公
共
資
産
整
備
支
出

  
  
地
方
三
公
社
公
共
資
産
整
備
支
出

  
  
第
三
セ
ク
タ
ー
等
公
共
資
産
整
備
支
出

  
支
出
合
計

6
8
7
,
1
7
3

7
3
,
7
4
3

1
2
,
8
4
9

2
3
4
,
8
2
7
0

3
2
1
,
4
1
9

0
0

0
0

0
1
,
0
0
8
,
5
9
2

△
2
,

0
4
7

1
,

0
0
6
,
5
4
5
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（
単
位
：
千
円
）

地
方
公
共
団
体

普
通
会
計

公
営
事
業
会
計

合
計

相
殺
消
去
等

純
計

公
営
企
業
会
計

そ
の
他

水
道
事
業
会
計

病
院
事
業
会
計

公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計

農
業
集
落
排
水

事
業
特
別
会
計

（
小
計
）

国
民
健
康
保
険

特
別
会
計

後
期
高
齢
者
医
療

特
別
会
計

介
護
保
険

特
別
会
計

(
保
険
事
業
勘
定
)

介
護
保
険

特
別
会
計

(
介
護
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞｽ
勘
定
)

（
小
計
）

  
  
国
県
補
助
金
等

1
0
8
,

3
1
3

1
5
,
4
6
0

0
7
9
,
2
3
7

0
9
4
,
6
9
7

0
0

0
0

0
2
0
3
,

0
1
0

2
0
3
,

0
1
0

  
  
地
方
債
発
行
額

6
0
,
2
0
0

2
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0

1
4
7
,

1
0
0

0
1
7
9
,

1
0
0

0
0

0
0

0
2
3
9
,

3
0
0

2
3
9
,

3
0
0

  
  
長
期
借
入
金
借
入
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
基
金
取
崩
額

1
1
0
,

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
0
,

0
0
0

1
1
0
,

0
0
0

  
  
他
会
計
負
担
金
等

2,
0
4
7

0
0

0
2
,0
4
7

0
0

0
0

0
2
,0
4
7

2
,0
4
7

  
  
そ
の
他
収
入

0
7,
4
1
8

0
6
,2
4
9

0
1
3
,
6
6
7

0
0

0
0

0
1
3
,
6
6
7

1
3
,
6
6
7

  
収
入
合
計

2
7
8
,

5
1
3

4
4
,
9
2
5

1
2
,
0
0
0

2
3
2
,

5
8
6

0
2
8
9
,

5
1
1

0
0

0
0

0
5
6
8
,

0
2
4

5
6
8
,

0
2
4

公
共
資
産
整
備
収
支
額

△
4
0
8
,

6
6
0

△
2
8
,
8
1
8

△
8
4
9

△
2
,2
4
1

0
△
3
1
,
9
0
8

0
0

0
0

0
△
4
4
0
,

5
6
8

2,
0
4
7

△
4
3
8
,

5
2
1

[投
資
・
財
務
的
収
支
の
部
]

  
  
投
資
及
び
出
資
金

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

  
  
貸
付
金

2
5
4
,

0
7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
5
4
,

0
7
0

2
5
4
,

0
7
0

  
  
基
金
積
立
額

2
7
2
,

0
2
2

0
0

0
0

0
2
2
0
,

1
0
0

0
3
0
,
0
6
1

0
2
5
0
,

1
6
1

5
2
2
,

1
8
3

5
2
2
,

1
8
3

  
  
定
額
運
用
基
金
へ
の
繰
出
支
出

2
7
,
8
3
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
7
,
8
3
8

2
7
,
8
3
8

  
  
他
会
計
等
へ
の
公
債
費
充
当
財
源
繰
出
支
出

5
2
7
,

0
7
6

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
2
7
,

0
7
6

△
5
2
7
,

0
7
6

0

  
  
地
方
債
償
還
額

1,
3
7
4
,

1
7
4

1
0
3
,

9
9
0

6
0
,
1
8
0

1
9
9
,

0
3
8

1
7
4
,

8
2
2

5
3
8
,

0
3
0

0
0

0
0

0
1
,9
1
2
,

2
0
4

1
,9
1
2
,

2
0
4

  
  
長
期
借
入
金
返
済
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
短
期
借
入
金
減
少
額

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
収
益
事
業
純
支
出

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

  
  
長
期
未
払
金
支
払
支
出

0
0

0
0

0
0

0

  
  
そ
の
他
支
出

0
0

0
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